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◇◇◇ アイネス消費生活情報 No.279 2021.9.6 ◇◇◇ 

               消費生活・男女共同参画プラザ（県消費生活センター） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■投資信託等の金融商品 その場ですぐに契約しないで 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

＜事例＞ 

離れて住む母が、預金口座のある銀行から投資信託等の金融商品を勧められ契約した。母

は介護も受けず元気だが金融商品には疎い。昔から付き合いのある銀行だからと信用してい

て、勧誘を受けると話を聞いてしまう。母の本音では預金のまま置いておきたかったそうだ。

今後は勧誘を控えてほしい。（当事者：８０歳代 女性） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

＜ひとこと助言＞ 

☆ 投資信託などは預貯金とは異なり、元本が保証されたものではありません。確実に元本が

保証される商品を希望する場合は、契約を避けましょう。 

☆ 昔から付き合いのある金融機関から勧められても、その場で契約せず、商品のリスクや仕

組みを十分理解してから契約しましょう。また、説明を受ける際には家族などに同席をお

願いしましょう。 

☆ 家族や周囲の人の見守りも大切です。日頃から高齢者とコミュニケーションを取り、生活

などの変化に気付くことで、トラブルを防ぐことができます。離れて暮らしている場合

は、帰省の際などに見慣れない書類や困っている様子がないか確認するようにしましょ

う。 

困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください（消費

者ホットライン１８８）。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス） 

   〒870-0037  大分県大分市東春日町１番１号（ＮＳ大分ビル内） 

     TEL：097(534)4034   FAX：097(534)0684 

     ホームページ：http://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/ 

     E-mail：oita-shouhi@pref.oita.lg.jp  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガバックナンバー（これまでの配信内容は、こちらからご覧ください） 

      http://www.pref.oita.jp/site/syohi-senta/mailmaga.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ Facebook で暮らしに役立つ最新情報を発信しています！ 

 ★ Facebook に登録していなくても、見ることができます。 

                 https://www.facebook.com/oita.iness 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

～「ながら見守り」にご協力ください～ 

 子ども達を犯罪被害から守るために、「気楽に」「気長に」「危険なく」自分のペースに

あわせた見守り活動を始めてみませんか？ 
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 ウォーキングや犬の散歩、花の水やり、仕事などをし「ながら」、子どもを見守り、

不審者を地域のコミュニティに入らせないようにしましょう。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【消費生活に関するご相談は･･･】 

☆ 市町村の消費生活相談窓口  

  県下すべての市町村で、消費生活センターや相談窓口が設置されています。 

  次の消費者ホットラインは、全国どこでも、お近くの市町村や県の相談窓口をご案内しま

す。お気軽にご相談下さい。 

  《 消費者ホットライン １８８ 》  

☆ 大分県の消費生活相談窓口   ※メールやファックスでは受付しておりません。 

 ◇ 消費生活等相談（契約、販売方法、多重債務、消費生活に関する相談） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１７：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９  

 ◇ 消費生活特別相談 

  ・ 受付時間：日曜日（第３日曜をのぞく）１３：００～１６：００ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９  

 ◇ 食品表示１１０番（不審な食品表示に関する情報、食品表示に関する質問など） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１６：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３６－５０００ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガ登録者を募集しています  

  配信ご希望の方は、お名前、市町村名、「ＰＣ版または携帯版」の配信希望と書いて、 

下記メールアドレスあて送信してお申し込みください。（配信停止も同様） 

  ○申込先 → iness.csm@pref.oita.jp  （メルマガ専用アドレス） 



見守るくん 

本文イラスト：黒崎 玄 見守り新鮮情報　第399号（2021年8月11日）発行： 独立行政法人国民生活センター 

見守り

新鮮情報

契約は

納得してから

ひとこと助言
●投資信託などは預貯金とは異なり、元本が保証されたものではありま

せん。確実に元本が保証される商品を希望する場合は、契約を避け
ましょう。

●昔から付き合いのある金融機関から勧められても、その場で契約
せず、商品のリスクや仕組みを十分理解してから契約しましょう。
また、説明を受ける際には家族などに同席をお願いしましょう。

●家族や周囲の人の見守りも大切です。日頃から高齢者とコミュニ
ケーションを取り、生活などの変化に気付くことで、トラブルを防ぐ
ことができます。離れて暮らしている場合は、帰省の際などに見慣れ
ない書類や困っている様子がないか確認するようにしましょう。

●困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等に
ご相談ください（消費者ホットライン188）。

離れて住む母が、預金口座のある銀行

から投資信託等の金融商品を勧め
られ契約した。母は介護も受けず元気だが

金融商品には疎い。昔から付き合いの
ある銀行だからと信用
していて、勧誘を受けると

話 を 聞 い てし ま う。

母の本音では預金の

ま ま 置 い て お き た

かったそうだ。今 後 は

勧 誘 を 控えて
ほしい。

（当事者：80歳代　女性）

投資信託等の金融商品
その場ですぐに契約しないで


